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(仮称）上高田五丁目公園の整備について 
 

都市計画原案の説明会およびオープンハウス等、都市計画や整備方針について区民 
意見の聴取を行ったため報告する。 

 
１ 都市計画原案説明会の開催 

東京都市計画公園中野第２・２・３８号上高田五丁目公園の都市計画（原案）に 
ついての説明会を以下のとおり開催した。 
 
（１）開催概要 

日時：令和５年９月６日（水）１９：００～２０：３０ 
会場：上高田区民活動センター 
参加者数：８名 
説明資料：別紙１のとおり 

 
（２）説明会における意見の概要及び意見に対する考え方 
別紙２のとおり 

 
２ オープンハウスの開催 

（仮称）上高田五丁目公園の整備に関するオープンハウスを以下のとおり開催した。 
 
（１）開催概要 
日時：令和５年９月１５日（金）１４：００～１６：００ 

令和５年９月１６日（土）１０：００～１２：００ 
場所：上高田五丁目５番１号 

参加者数：２７名（１５日：６名、１６日：２１名） 
 
（２）オープンハウスおよび区民意見の概要 
別紙３のとおり 

 
３ 今後の予定 

令和６年２月～     都市計画（案）の説明会、都市計画の案の縦覧 
令和６年度～      中野区都市計画審議会への諮問 

             都市計画の決定、事業認可 
令和７年度～      整備工事 
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東京都市計画公園中野第２・２・３８号上高田五丁目公園における 

都市計画（原案）への意見・質問要旨 

 

１ 都市計画について 

 

２ 整備について 

 

３ 今後の予定について 

 

No. 意見・質問 区の見解 

1 都市計画は国が実施しているのか、地方公共

団体が実施しているのか。 

都市計画は都道府県で実施するものもあれ

ば、地方公共団体で実施するものもある。今

回の公園は中野区の都市公園として設定し

て、中野区が整備を行っていく。 

2 中野区で都市計画を行う場合は、「中野第 2・

2・38号」のように番号に「中野」と入って

いるのか。 

街区公園については「中野」と付く。 

3 都市計画の名称で計画主体がわかるのでは

なく、計画面積で計画主体が決まるのか。 

公園の場合、一般的に 10ha 未満は地方公共

団体が都市計画決定をして整備をしていく。 

No. 意見・質問 区の見解 

1 整備費の出処はどこなのか。 東京都では都市計画税が徴収されており、

その財源が都市計画事業に使われる。今回

の整備は都市計画事業となるので、都市計

画交付金を使って整備をしていく。 

2 整備の予算はどれくらいなのか。 用地の購入に約 11億かかっている。整備費

は今後の整備内容によって差が出る。 

3 具体的な計画案について説明を行うのはい

つ頃になるのか。 

公園の計画内容や整備内容については、オ

ープンハウスでご意見を伺う予定である。 

4 今後、整備工事が着手されるまでに区から説

明はあるのか。区民の意見が言える場がある

のか。 

No. 意見・質問 区の見解 

1 2月以降の都市計画の案の縦覧についても今

回の説明会と同様の内容と考えて良いのか。 

都市計画の案の縦覧は、都市計画について皆

様からご意見をいただくものとなっている。

提示する内容は都市計画（案）の内容とな

り、今回の原案の説明会内容から特段の意見

がなければさほど変わらないものとなる。 

2 都市計画（案）の説明会では、計画がどの程

度落とし込まれているのか。 
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４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 意見・質問 区の見解 

1 今回の都市計画以外に、今後、都市計画の予

定はあるのか。 

今回の計画地以外に検討段階のものが１つあ

る。今後、都市計画としての位置付けについ

て検討していく予定である。 

2 質疑応答時に丁目と名前を名乗る必要がなぜ

あるのか。 

どこから参加されたのか知りたいため。また、

名前は言いたくなければ強制ではないので名

乗る必要はない。 

3 今回整備する公園は広域避難場所の哲学堂公

園一帯に含まれるが、その範囲を教えていた

だきたい。隣接する中野上高田公園や上高田

北公園は含まれるのか。 

哲学堂公園や中野上高田公園、新宿区の一部

が哲学堂公園一帯に含まれている。上高田北

公園は哲学堂公園一帯に含まれていない。 

4 計画地に雑草などが生い茂っているので、管

理をしっかりしていただきたい。 

維持管理については、しっかりやっていきた

いと思う。 

5 パブリックコメントの手続きはどのようにな

っているのか。 

パブリックコメントについては、都市計画法

の中で位置付けられた意見聴取や公告・縦覧

のみである。 
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